
表1　主な輸入関税引き上げ品目

関税値上げ製品 変更前 変更後

澱粉 3％ 10％

砂糖 10％ 25％

豆　(乾燥でない) 0％ 10％

調味料 (調理済み) 25％ 40％

食用サプリメント 3％ 10％

食塩 3％ 10％

ガソリン 3％ 10％

軽油 0％ 3％

芳香剤 3％ 40％

薬用シャンプー 0％ 10％

石鹸 25％ 40％

キャンドル 3％ 40％

粉体・火薬類 25％ 40％

写真製品 10％ 40％

印刷用紙、塗工紙、原紙、バスルーム用紙 3％ 10％

製造用紙 3％ 10％

綿糸（縫い糸を除く) 3％ 10％

女性用綿衣料 10％ 25％

糸と生地 3％ 10％

シューズ 25％ 40％

アルミ構造物 0％ 40％

エンジン部品 10％ 25％

電気自動車用スペアパーツ 10％ 25％

電子たばこ 10％ 25％

スクリーン 10％ 40％

ラウドスピーカー 10％ 25％

トラクター 3％ 10％

公共交通用車（10人乗り以上24人乗り未満） 10％ 25％

大型車（合計4トン以上5トン以下） 10％ 40％

輸送用車両（5トン超10トン以下） 10％ 25％

自家用自動車 3％ 10％

自動車部品 10％ 25％

貨物輸送用二輪車 25％ 40％

トゥクトゥク 25％ 40％

自転車 3％ 10％

ベビーカー 3％ 25％

トレーラー 3％ 10％

クルーズ船 3％ 10％

（出所）スーダン関税局
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表2　主な輸入関税引き下げ品目

関税値下げ製品 変更前 変更後

小麦 20％ 3％

ソーラーポンプ（3インチ以上） 10％ 0％

コンプレッサー(圧縮機) 40％ 10％

家庭用洗濯機部品 40％ 10％

医薬品製造用機械 10％ 0％

太陽光電池 25％ 0％

録音・映像機器 40％ 10％

タブレット、テープ、スマート、フラッシュ 40％ 10％

電気自動車 40％ 10％

電気二輪車 40％ 10％

（出所）スーダン関税局
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